
1/5 

中野区介護サービス事業者等に対する調査、指導及び監査実施要綱 

２００６年３月１日 

要綱第１８号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第２３

条の規定により中野区（以下「区」という。）が行う文書その他の物件の提出若しくは提

示の求め又は当該職員からの質問若しくは照会（以下「調査」という。）及びこれに基づ

く指導（第３条第６号及び第７号を除き、以下単に「指導」という。）並びに法第４５条

第８項、第５７条第８項、第７６条第１項、第７８条の７第１項、第８３条第１項、第９

０条第１項、第１００条第１項、第１１５条の７第１項、第１１５条の１７第１項、第１

１５条の２７第１項の規定により中野区長（以下「区長」という。）が行う報告若しくは

帳簿書類の提示若しくは提出の命令、出頭の求め、当該職員からの質問又は立入検査（第

３条第６号を除き、以下「監査」と総称する。）の実施に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるほか、次の各号に

掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 調査等対象サービス 指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護

支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス、

指定介護予防支援及び住宅改修をいう。 

(２) 介護報酬 居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購

入費、居宅介護住宅改修費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特定入所

者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防福

祉用具購入費、介護予防住宅改修費、介護予防サービス計画費、特定入所者介護予防サ

ービス費をいう。 

(３) 事業者等 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介

護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防

サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び住宅改修を行う者をいう。 

（調査） 

第３条 調査は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。 

(１) 調査等対象サービスを受ける者（以下「利用者」という。）又はその家族等からの
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苦情又は相談に関して必要があるとき。 

(２) 事業者等の業務に従事する者（当該業務に従事していた者を含む。）からの当該事

業者に関する苦情又は相談に関して必要があるとき。 

(３) 介護報酬の請求の内容に関して必要があるとき。 

(４) 法第７７条第２項、第８４条第２項、第９１条の２第５項、第９２条第２項、第１

０３条第５項、第１０４条第２項、第１１５条の８第５項又は第１１５条の９第２項の

規定により都道府県知事に通知するために必要があるとき。 

(５)  中野区が定める「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」の規定に

よる事故が発生した場合の区への連絡に関して必要があるとき。 

(６) 東京都又は東京都知事が介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱（平成１８年

福保指一第１４４号）に基づく指導又は監査を行うに当たり、東京都又は東京都知事か

ら協力を求められたとき。 

(７) 東京都国民健康保険団体連合会が事業者等に指導を行うに当たり、東京都国民健康

保険団体連合会から協力を求められたとき。 

(８) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。 

２ 調査を行おうとするときは、原則として、当該事業者等に対し事前に文書等により通知

するものとする。 

３ 調査により、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに監査を行うものとする。 

(１) 運営基準（調査等対象サービス又は介護報酬の請求の内容に関する法又はこれに基

づく命令に定める基準をいう。以下同じ。）に著しく反する状態又は行為が確認され、

利用者の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認めるとき。 

(２) 介護報酬の請求の内容に関し、著しい不正があると認めるとき。 

（指導） 

第４条 指導は、調査等対象サービス又は介護報酬の請求の内容に関し、事業者等に対して、

運営基準に照らし適切な指導を行うことにより、介護保険制度の円滑な運営、調査等対象

サービスの質の向上及び確保並びに利用者の保護を図ることを目的として行うものとす

る。 

２ 指導は、事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合に、文書又は口頭により行うも

のとする。 

(１) 調査等対象サービス又は介護報酬の請求の内容に関し、事業者等に対して説明を求

めた場合において、指導を行う必要があると認めるとき。 
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(２) 調査により介護報酬の請求が不当なものであることが判明した場合において、当該

介護報酬の請求を補正することができると見込まれるとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。 

（指導後の措置等） 

第５条 区長は、指導を行った場合において必要があると認めるときは、当該事業者等によ

る改善措置の結果について、当該事業者等に対し、指導を行った日から３０日以内に報告

するよう求めるものとする。この場合において、相当の期間が経過した後、改善措置の結

果を確認するものとする。 

２ 区長は、区が指導を行った場合において調査等対象サービス又は介護報酬の請求の内容

に関し不正又は不当な点が認められるときは、当該指導の後、当該事業者等に対し、介護

報酬の返還又は請求の取下げを求めるものとする。 

３ 区長は、区が指導を行ったとき又は区長が前２項に規定する措置を講じたときは、必要

に応じて、その結果について、当該事業所等の所在地を管轄する都道府県知事及び区市町

村長に対し通知するものとする。 

４ 区長は、区が指導を行った場合において介護報酬の請求の補正に伴い当該介護報酬に係

る利用者負担額について過払金が生じているときは、当該指導の後、当該過払金を速やか

に返還するよう当該事業者等に対し求めるものとする。 

５ 区長は、区が指導を行った場合において次の各号のいずれかに該当するときは、第７条

第１項に規定する指定の取消し等を直ちに行うものとする。 

(１) 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者が、自

己の利益を図るため指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービスに

ついて利用者の負担すべき額の支払の受領に関し不正の行為を行ったとき。 

(２) 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者が、そ

の指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービスを利用させるよう求

めることを目的として、居宅介護支援事業者若しくは居宅介護予防支援事業者又はその

従事者に対し金品その他の財産上の利益を供与したとき。 

(３) 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定

介護予防支援事業者（以下この項及び第７条第１項において「事業者」という。）が、

自己の利益を図るため、法第４２条の２第１項本文、第５４条の２第１項本文又は第５

８条第１項の指定に関する法又はこれに基づく命令に定める基準に反したとき。 

(４) 事業者が利用者の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあるとき。 
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(５) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。 

（監査） 

第６条 監査は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。 

(１) 調査等対象サービスの内容に関し、不正又は著しく不当な点があることを疑うに足

りる相当な理由があるとき。 

(２) 介護報酬の請求の内容に関し、不正又は著しく不当な点があることを疑うに足りる

相当な理由があるとき。 

(３) 業務管理体制の整備に係る事項に関し、不正又は著しく不当な点があることを疑う

に足りる相当な理由があるとき。 

(４) 法第７４条、第７８条の４、第８１条、第８８条、第９７条、第１１５条の４、第

１１５条の１４又は第１１５条の２４に規定する基準に著しく反すると疑うに足りる

相当な理由があるとき。 

(５) 度重なる指導を行っても、調査等対象サービス又は介護報酬の請求の内容に改善が

図られていないと認められるとき。 

(６) 正当な理由がなく調査又は指導を拒否したとき。 

(７) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。 

（監査後の措置） 

第７条 区長は、事業者について監査を行った場合において必要があると認めるときは、法

第７８条の９第１項、第１１５条の１８第１項、第１１５条の２８第１項若しくは第１１

５条の３４第１項の規定による勧告、法第７８条の９第３項、第１１５条の１８第３項、

第１１５条の２８第３項若しくは第１１５条の３４第３項の規定による命令又は法第７

８条の１０第１項、第１１５条の１９第１項若しくは第１１５条の２９第１項の規定によ

る指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止（以下「指定の取消し等」

と総称する。）を行うものとする。 

２ 区長は、事業者等について監査を行った場合（前項に規定するときを除く。）は、当該

事業者等による改善措置の結果について、当該事業者等に対し、監査を行った日から３０

日以内に報告するよう求めるものとする。この場合において、相当の期間が経過した後、

改善措置の結果を確認するものとする。 

３ 区長は、事業者等について監査を行った場合において調査等対象サービス又は介護報酬

の請求の内容に関し不正又は不当な点があると認められるときは、当該事業者等に対し、

介護報酬の返還又は請求の取下げを求めるものとする。 
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４ 区長は、事業者等について監査を行った場合において介護報酬の請求の補正に伴い当該

介護報酬に係る利用者負担額について過払金が生じているときは、当該過払金を速やかに

返還するよう当該事業者等に対し求めるものとする。 

５ 区長は、前３項に規定する措置を講じたときは、必要に応じて、その結果について当該

事業者等の所在地を管轄する都道府県知事及び区市町村長に対し通知するものとする。 

（関係機関との連携） 

第８条 区長は、指導及び監督の効果を高めるために、東京都国民健康保険団体連合会、東

京都及び他の区市町村との連携に努める。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、２００６年３月１日から施行する。 

附 則（２００７年４月２日要綱第７２号） 

この要綱は、２００７年４月２日から施行する。 

附 則（２００９年８月２６日要綱第１３８号） 

この要綱は、２００９年８月２６日から施行する。 


